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補足資料５ 

 

【指摘事項】 

作業船からの SOx、NOx、SPM排出量の類推方法について 

 

【補足説明】 

作業船からの排出量は、船舶の種類に応じて「窒素酸化物総量規制マニュアル(以

下、文献１)」および「浮遊粒子状物質汚染予測マニュアル（以下、文献２）」なら

びに「道路環境影響評価の技術手法（以下、文献３）」を用いて算出しています。 

作業船（建設機械含む）別の計算手法をとりまとめたものを表-2 に、具体例を

以下に示します。 

 

ア）サンドコンパクション船の場合 

サンドコンパクション船の場合、作業船自体は航行動力を持っておらず、船腹

に搭載した重油を燃料とした機関で搭載機器を稼働させます。 

ここで、文献 1および文献 2において、船舶に搭載される機関の一般的な用途

が示されており、停泊中（作業中）に使用される補機ディーゼル機関の用途とし

て、「搭載機器動力」と示されています。（表-1） 

したがって、排出量の算定にあたっては、当該文献 1-(1)および文献 2-(1)に

示される「一般船舶に係る排出量」のうち停泊中の算出式を準用できると考え、

これに基づいて算出しています。 

 

表-1 船舶に搭載される機関の一般的な用途 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）文献１,P155、文献 2,P120 
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イ）引船の場合 

引船の場合、重油を燃料とした動力機関で稼働します。排出量の算定にあたっ

ては、同文献 1-(1)～(2)および文献 2-(1)～(2)に示される「一般船舶に係る排

出量」のうち、作業の状態に応じて、停泊中と航行時の算出式を使い分けて算出

しています。 

 

 

ウ）クレーン付台船の場合 

クレーン付台船の場合、航行動力を持たない台船上に、軽油を燃料としたクレ

ーン車が搭載され稼働します。このため、陸上建設機械の算出方法と同様となる

ことから、文献 3-(1)、3-(2)に基づいて算出しています。 

 

 

 

【添付資料】 

文献 1：「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」（NOx、SOx）【p.4、5参照】 

文献 2：「浮遊粒子状物質汚染予測マニュアル」（SPM）【p.6、7参照】 

文献 3：「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（NOx、SOx※、SPM） 

                            【p.8、9参照】 

※SOxは燃料消費量に硫黄分を考慮し算定 
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表-2 作業船および建設機械別の計算手法 

名称 規格 計算手法注1 燃料種類 

サンドコンパクション船 
3連装 55m Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
60m級 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 

深層混合処理船 水面下 65m 5.7m2 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
サンドドレーン船 12連装 DE（6連装） Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
ペーパードレーン施工機 40m～50m級 Ⅲ 軽油 
ガット船 グラブ 3.0m3 850m3積 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
ガットバージ 1,000m3積･グラブ 3m3 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
揚土船(リクレーマ船) 鋼 DE3,200PS型 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 

起重機船 
鋼 D150t吊 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
非航固定鋼 DE2,200t吊 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 

グラブ浚渫船 
普通地盤･鋼 D23.0m3 
スパッド式 

Ⅰ,Ⅱ 重油 A 

固定式起重機船 1,400t吊 DE Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
旋回式起重機船 鋼 1,600t吊 DE Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
非航起重機船 鋼 D150t～700t吊 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 

クレーン付台船 
35～40t吊 Ⅲ 軽油 
150t吊 Ⅲ 軽油 

捨石均し船 鋼 D1,000PS型 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
土運船(押航) 開閉式 鋼 1,300m3積 － － 

台船 
鋼 300t積 － － 
鋼 500t積 － － 
鋼 1,500t積 － － 

引船 

鋼 D300PS型 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
鋼 D500PS型 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
鋼 D700PS型 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
鋼 D1,000PS型 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
鋼 D1,500PS型 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
鋼 D2,000PS型 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
鋼 D3,000PS型 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 

押船 鋼 D2,000PS型 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 

揚錨船 

鋼 D5t吊 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
鋼 D15t吊 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
鋼 D20t吊 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
鋼 D25t吊 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
鋼 D30t吊 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 

潜水士船注2 D180PS型 3～5t吊 Ⅲ 軽油 
バックホウ クローラ型山積 0.8m3 Ⅲ 軽油 
クローラクレーン 35t吊 Ⅲ 軽油 
ラフテレーンクレーン 25t吊 Ⅲ 軽油 
シート敷設機 23m型 Ⅰ,Ⅱ 重油 A 
ブルドーザ 15t級 Ⅲ 軽油 
ブルドーザ(排対 1次) 湿地 16t級 Ⅲ 軽油 
ダンプトラック 10ｔ積 Ⅲ 軽油 
コンクリートポンプ車 － Ⅲ 軽油 
アジテータ車 － Ⅲ 軽油 

注 1： Ⅰ＝「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」 

Ⅱ＝「浮遊粒子状物質汚染予測マニュアル」 

       Ⅲ＝「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」 

注 2：潜水士船は船外機で稼働
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【添付資料 文献 1-(1)】窒素酸化物総量規制マニュアル p.157（停泊中） 
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【添付資料 文献 1-(2)】窒素酸化物総量規制マニュアル p.159（航行時） 
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【添付資料 文献 2-(1)】浮遊粒子状物質汚染予測マニュアル p.122（停泊中） 
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【添付資料 文献 2-(2)】浮遊粒子状物質汚染予測マニュアル p.123（航行時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回と同じ資料 
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【添付資料 文献 3-(1)】道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）p.2-5-19 

                            （NOxの排出量） 
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【添付資料 文献 3-(2)】道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）p.2-5-20 

                             （SPMの排出量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


